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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークを介して商品の販売を管理する販売管理装置において、
　ネットワークを介した第１の機器からの要求に応じて、前記商品に関する情報を商品情
報として前記第１の機器に対して送信する処理を行う商品情報提示手段と、
　前記商品情報に基づいて商品セット作成者によって作成された商品セットを前記第１の
機器から受信し、記憶する商品セット記憶手段と、
　前記第１の機器から、少なくとも、商品セット作成者を特定する情報を含む付加的な情
報を受信する処理を行い、受信した付加的な情報を、商品セットと対応付けて前記商品セ
ット記憶手段に記憶させる付加情報取得手段と、
　前記商品セット記憶手段に記憶された商品セットと前記付加的な情報とに関する送信希
望を、前記第１の機器も含む第２の機器から、ネットワークを介して受信する処理を行う
とともに、上記商品セットおよび付加的な情報を併せて前記第１の機器も含む第２の機器
に対して送信する処理を行う商品セット提示手段と、
　前記第２の機器から前記商品セットの購入指示を受信した場合に、前記商品セットを作
成した商品セット作成者に特典を与えるために、前記商品セット記憶手段に記憶された付
加的な情報から該商品セット作成者を選出する商品セット作成者選出手段と、
　前記第１の機器から、前記商品セット作成者に関する第１の情報を受信すると共に、前
記第２の機器から商品セットの購入者に関する第２の情報を受信し、当該第１および第２
の情報をそれぞれ構成する項目別の情報毎に利用者情報記憶手段に記憶させる処理を行う
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利用者情報取得手段と、
　前記第１および第２の情報とにおける各項目同士を比較して、各項目の情報が一致する
場合に得点を割り当て、得点の合計点を適合度として導出する利用者情報比較手段と、を
備え、
　前記商品セット提示手段は、前記利用者情報比較手段が比較して導出した、前記第１の
情報と第２の情報との適合度の高い商品セットを優先的に前記第２の機器に送信する処理
を行うことを特徴とする販売管理装置。
【請求項２】
　前記商品セット記憶手段に記憶された商品セットまたは前記商品セット作成者を一定の
基準でソートするランキング手段をさらに備え、
　前記商品セット提示手段は、前記ランキング手段でソートされた結果を購入者に提示す
る
ことを特徴とする請求項１に記載の販売管理装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、ネットワークを介して複数の商品または複数の選択可能な項目の組み合わせ
である商品セットを販売する販売管理装置、商品セット作成装置、商品セット購入装置、
販売管理システム、販売管理方法、販売管理プログラムを記録した記録媒体に関わる。
【０００２】
【従来の技術】
　近年、インターネット上におけるオンライン販売が普及し、複数の商品をセットで購入
したり、複数の選択可能な項目を選択して組み合わせて購入することが多くなってきた。
例えば、音楽配信サービスなどのデジタルコンテンツのオンライン販売においては、複数
の曲を組み合わせて一枚の音楽アルバムを作成するというように、大量のコンテンツの中
から好きなものを組み合わせて購入することが可能である。
【０００３】
　また、パーソナルコンピュータなどの販売においてはBTO(Build To Order) として知ら
れる、CPU の種類やメモリやハードディスクなどの容量を選択したりオプション部品を組
み合わせるなど、複数の選択項目から所望の項目を選択していくことで細かなカスタマイ
ズが可能な販売形式がある。
【０００４】
　上記のような、複数の商品または複数の選択可能な項目を組み合わせて販売するオンラ
イン販売サイトにおいては、購入者が個々の商品あるいは選択可能な項目を選択して、購
入する組み合わせを決定するか、あるいは販売する側が複数の商品または複数の選択可能
な項目を組み合わせた商品セットを予め作成しておき、購入者は前記商品セットをそのま
ま、あるいは一部変更して購入する組み合わせを決定していた。
【０００５】
　前記予め作成される商品セットはオンライン販売サイトを運営する販売者が作成してい
た。あるいは、特開平１０－３２０４５７号公報に記載されているように、同一注文者か
ら同時に注文された商品及び該商品数である注文履歴情報から、同時に注文される数が多
い複数の商品を組み合わせることによって、販売履歴から自動的に商品セットを作成する
方法があった。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
　しかし、購入者が個々の商品あるいは選択可能な項目を選択して、購入する組み合わせ
を決定する従来の方法では、購入者は選択することが手間であるという問題があった。更
に、購入者が商品や選択可能な項目に対する知識が乏しい場合には、選択するための手が
かりがないため、購入目的を満足させることができるような適切な組み合わせを作成する
ことが難しいという問題があった。
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【０００７】
　また、販売する側が商品セットを予め作成する方法では、販売者が商品セットを作成す
ることが手間であるという問題があった。
【０００８】
　特開平１０－３２０４５７号公報に記載の運用・販売管理方法はこの問題の解決を図る
方法であるが、商品セットを組むためのセット商品を抽出するためには数多くの注文履歴
情報が必要であるため、一度も販売されていない商品を含むセット商品を抽出することは
できないという問題があった。したがって、同一注文者から同時に注文された商品の組み
合わせのみが、セット商品の抽出対象となるため、自動的に作成される商品セットの種類
が限定的にならざるを得ないという問題もあった。
【０００９】
　また、同公報に記載の運用・販売管理方法は、自動的に商品セットを作成する方法を提
案しているに過ぎないので、購入者にとって購入目的に適した商品セットを取得すること
が困難であるという従来の問題は、未解決のままになっている。
【００１０】
　本発明は、上記の問題点を解決するためになされたものであって、その目的は、不特定
の利用者が作成した複数の商品または複数の選択可能な項目の組み合わせである多様な商
品セットを購入者に提示することができ、さらに購入者が購入目的に適した商品セットを
容易に取得することができる販売管理装置、商品セット作成装置、商品セット購入装置、
販売管理システム、販売管理方法、販売管理プログラムを記録したコンピュータ読み取り
可能な記録媒体を提供することにある。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　本発明に係る販売管理装置は、上記の課題を解決するために、ネットワークを介して商
品の販売を管理する販売管理装置において、前記商品に関する情報を商品情報として商品
セット作成者に提示する商品情報提示手段と、前記商品情報に基づいて前記商品セット作
成者によって作成された商品セットを記憶する商品セット記憶手段と、前記商品セット記
憶手段に記憶された商品セットを購入者に提示する商品セット提示手段と、を備えた構成
でもよい。
【００１２】
　上記販売管理装置は、前記商品セット記憶手段に記憶された商品セットまたは前記商品
セット作成者を一定の基準でソートするランキング手段をさらに備え、前記商品セット提
示手段は、前記ランキング手段でソートされた結果を購入者に提示してもよい。
【００１３】
　また、上記販売管理装置は、前記商品セット作成者に関する情報を入力するための作成
者情報入力手段をさらに備え、前記商品セット提示手段は、商品セットを前記購入者に提
示する際に、商品セット作成者に関する情報も提示してもよい。
【００１４】
　さらに、上記販売管理装置は、前記商品セット提示手段によって提示された商品セット
を購入するための商品セット購入手段をさらに備えていてもよい。
【００１５】
　本発明に係る販売管理装置は、上記の課題を解決するために、ネットワークを介して、
複数の商品または複数の選択可能な項目の組み合わせである商品セットの販売を管理する
販売管理装置において、商品に関する情報を不特定の利用者である商品セット作成者に提
示する商品情報提示手段と、前記商品に関する情報に基づいて前記商品セット作成者によ
って作成された商品セットを記憶する商品セット記憶手段と、前記商品セット記憶手段に
記憶された商品セットと前記商品に関する情報とを購入者に提示する商品セット提示手段
とを、備えた構成でもよい。
【００１６】
　上記の構成により、前記不特定の利用者である商品セット作成者が、前記商品情報提示
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手段によって提示された商品に関する情報を基に作成した商品セットを前記商品セット記
憶手段に記憶する。前記商品セット記憶手段に記憶される商品セットは前記商品セット提
示手段によって前記購入者に提示されるので、購入する商品や選択項目の組み合わせを前
記購入者が決定するための手間を省くことができる。また、販売者が商品セットを作成す
る手間を省くこともできる。
【００１７】
　更に、一度も販売されていない商品や選択されていない選択項目を含む商品セットを購
入者に提示することができる。特定のテーマに沿った組み合わせなどの特殊な商品セット
を商品セット作成者が作成することは自由であるから、そのような従来の方法には無い商
品セットを購入者に提示することもできる。
【００１８】
　なお、上述の選択可能な項目には、商品としての販売価値を有するデータ（音楽、画像
、動画、文字情報等）が含まれる。さらに、商品セット作成者または購入者に対する情報
提示の形態には、プリント出力、ディスプレイ表示、通信機器に対する送信出力等、各種
形態が含まれる。
【００１９】
　本発明に係る販売管理装置は、上記の課題を解決するために、通信機能を有する機器と
ネットワークを介して情報を送受することにより、複数の商品または複数の選択可能な項
目の組み合わせである商品セットの販売を管理する販売管理装置において、第１の機器か
らの要求に応じて、商品に関する情報を上記第１の機器に対して送信する処理を行う商品
情報提示手段と、上記商品に関する情報に基づいて不特定の商品セット作成者によって作
成された商品セットを上記第１の機器から受信し、記憶する処理を行う商品セット記憶手
段と、前記商品セット記憶手段に記憶された商品セットと前記商品に関する情報とを、上
記第１の機器も含めて送信希望を受信した第２の機器に対して送信する処理を行う商品セ
ット提示手段と、を備える構成でもよい。
【００２０】
　上記の構成により、前記商品情報提示手段は、前記第１の機器からの要求に応じて、商
品に関する情報を前記第１の機器に対して送信する。前記第１の機器の利用者である商品
セット作成者は、前記商品情報提示手段によって提示された商品に関する情報を基に、商
品セットを前記第１の機器で作成する。
【００２１】
　前記作成された商品セットは、前記第１の機器から本発明に係る販売管理装置に送信さ
れ、前記商品セット記憶手段で受信され、記憶される。前記商品セット記憶手段に記憶さ
れた商品セットは、前記商品セット提示手段によって前記第２の機器の利用者である購入
者に提示されるので、購入する商品や選択項目の組み合わせを前記購入者が決定するため
の手間を省くことができる。また、販売者が商品セットを作成する手間を省くこともでき
る。
【００２２】
　更に、一度も販売されていない商品や選択されていない選択項目を含む商品セットを購
入者に提示することができる。特定のテーマに沿った組み合わせなどの特殊な商品セット
を商品セット作成者が作成することは自由であるから、そのような従来の方法には無い商
品セットを購入者に提示することもできる。
【００２３】
　なお、上記第２の機器には、第１の機器も含まれるので、上記購入者が商品セット作成
者自体であってもよい。
【００２４】
　また、上述の機器には、携帯型、デスクトップ型等の端末コンピュータのみならず、ク
ライアント／サーバシステムを構成するコンピュータやワークステーション、あるいは携
帯電話等が含まれる。
【００２５】
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　本発明に係る販売管理装置は、上記の課題を解決するために、上記の構成に加えて、前
記第１の機器から付加的な情報を受信する処理を行う付加情報取得手段を備え、前記商品
セット記憶手段は前記商品セットと前記付加的な情報を併せて記憶し、前記商品セット提
示手段は前記付加的な情報を併せて前記第２の機器に送信する処理を行う構成でもよい。
【００２６】
　上記の構成により、前記付加的な情報として、商品セットの名目や、商品セットのテー
マや、商品セットの印象を表わす画像や音声や、商品セットに含まれる商品あるいは選択
項目の選択理由を記述したコメントなどを、前記第１の機器から受信して、前記商品セッ
ト記憶手段は前記商品セットと前記付加的な情報とを併せて記憶する。
【００２７】
　前記商品セット提示手段は、前記付加的な情報を併せて前記第２の機器に送信するので
、前記第２の機器の利用者である購入者は、商品セットを選ぶための手がかりを得ること
ができる。また、前記付加的な情報として作成者に関する情報を付加することにより、購
入者は商品セットを選ぶ際に作成者に関する情報を参照することができるので、嗜好の似
た作成者が作成した商品セットを選ぶというようにして、商品セットを選ぶための手がか
りを得ることができる。
【００２８】
　本発明に係る販売管理装置は、上記の課題を解決するために、上記の構成に加えて、前
記第１の機器から商品セット作成者に関する情報を受信すると共に、前記第２の機器から
商品セットの購入者に関する情報を受信する処理を行う利用者情報取得手段と、前記商品
セット作成者に関する情報と前記購入者に関する情報とを比較して適合度を導出する利用
者情報比較手段と、を備え、前記商品セット提示手段は、前記利用者情報比較手段が比較
して導出した、前記商品セット作成者に関する情報と前記購入者に関する情報との適合度
の高い商品セットを優先的に前記第２の機器に送信する処理を行う構成でもよい。
【００２９】
　また、本発明に係る販売管理装置は、上記の課題を解決するために、前記第１の機器か
ら、前記商品セット作成者に関する第１の情報を受信すると共に、前記第２の機器から商
品セットの購入者に関する第２の情報を受信し、当該第１および第２の情報をそれぞれ構
成する項目別の情報毎に利用者情報記憶手段に記憶させる処理を行う利用者情報取得手段
と、前記第１および第２の情報とにおける各項目同士を比較して、各項目の情報が一致す
る場合に得点を割り当て、得点の合計点を適合度として導出する利用者情報比較手段と、
を備え、前記商品セット提示手段は、前記利用者情報比較手段が比較して導出した、前記
第１の情報と第２の情報との適合度の高い商品セットを優先的に前記第２の機器に送信す
る処理を行うことを特徴とする。
【００３０】
　上記の構成により、前記利用者情報比較手段は、前記利用者情報取得手段によって、前
記第１の機器から受信した商品セット作成者に関する情報と、前記第２の機器から受信し
た商品セットの購入者に関する情報とを比較して適合度を導出する。前記商品セット提示
手段は、前記利用者情報比較手段が導出した適合度の高い商品セットを優先的に前記第２
の機器に送信する。
【００３１】
　よって、購入者の嗜好情報と似通った嗜好情報を持つ商品セット作成者が作成した商品
セットを優先的に購入者に提示することができるので、購入者の好みに合った商品セット
を提示しやすい。
【００３２】
　本発明に係る販売管理装置は、上記の課題を解決するために、ネットワークを介して商
品の販売を管理する販売管理装置において、ネットワークを介した第１の機器からの要求
に応じて、前記商品に関する情報を商品情報として前記第１の機器に対して送信する処理
を行う商品情報提示手段と、前記商品情報に基づいて商品セット作成者によって作成され
た商品セットを前記第１の機器から受信し、記憶する商品セット記憶手段と、前記第１の
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機器から、少なくとも、商品セット作成者を特定する情報を含む付加的な情報を受信する
処理を行い、受信した付加的な情報を、商品セットと対応付けて前記商品セット記憶手段
に記憶させる付加情報取得手段と、前記商品セット記憶手段に記憶された商品セットと前
記付加的な情報とに関する送信希望を、前記第１の機器も含む第２の機器から、ネットワ
ークを介して受信する処理を行うとともに、上記商品セットおよび付加的な情報を併せて
前記第１の機器も含む第２の機器に対して送信する処理を行う商品セット提示手段と、前
記第２の機器から前記商品セットの購入指示を受信した場合に、前記商品セットを作成し
た商品セット作成者に特典を与えるために、前記商品セット記憶手段に記憶された付加的
な情報から該商品セット作成者を選出する商品セット作成者選出手段を備えている。
【００３３】
　上記の構成により、前記商品セット作成者選出手段は、前記第２の機器から前記商品セ
ットの購入指示を受信した場合に、前記商品セットの付加的な情報を参照して、該商品セ
ット作成者を特定して選出する。このようにして選出された商品セット作成者は、作成し
た商品セットが売れた時には特典を得ることができるので、商品セット作成者に対して商
品セット作成の動機付けをすることができる。
【００３４】
　本発明に係る販売管理装置は、上記の課題を解決するために、上記の構成に加えて、前
記付加的な情報は、商品セット作成者を特定する情報を含み、更に、前記商品セット記憶
手段に記憶された商品セットまたは前記商品セット作成者を一定の基準でソートするラン
キング手段を備え、前記商品セット提示手段は前記ランキング手段でソートされた結果を
前記第２の機器に送信する処理を行う構成でもよい。
【００３５】
　上記の構成により、前記商品セット提示手段は前記ランキング手段でソートされた結果
を前記第２の機器に送信するので、前記第２の機器の利用者である購入者は商品セットの
ランキングを参照することによって、どの商品セットが上記一定の基準に照らしてよく売
れているかを知ることができ、また、商品セット作成者のランキングを参照して、人気の
高い商品セット作成者の作成した商品セットを購入するというように、購入者に商品セッ
トを選ぶための手がかりを与えることができる。
【００３６】
　本発明に関係した商品セット作成装置は、上記の課題を解決するために、上記販売管理
装置に接続され、複数の商品または複数の選択可能な項目の組み合わせである商品セット
を作成するための商品セット作成装置であって、商品に関する情報を一時的あるいは継続
的に記憶する商品情報記憶手段と、前記商品セットを作成するために、前記商品情報記憶
手段に記憶される商品に関する情報を当該商品セット作成者が選択して商品セットを作成
するための商品セット作成手段と、当該商品セット作成者によって作成された商品セット
を、前記販売管理装置に送信するための商品セット送信手段とを備えている。
【００３７】
　上記の構成により、前記商品情報記憶手段に継続的に記憶している商品に関する情報お
よび、例えば前記販売管理装置から受信するなどして前記商品情報記憶手段に一時的に記
憶している商品に関する情報を、前記商品情報提示手段は前記商品セット作成者に提示す
る。当該商品セット作成者は提示された商品に関する情報を前記商品セット作成手段によ
って選択して商品セットを作成する。該作成された商品セットは前記商品セット送信手段
によって前記販売管理装置に送信されて記憶させる。よって、多数の商品セット作成者が
作成した商品セットを前記販売管理装置で収集することができる。
【００３８】
　本発明に関係した商品セット購入装置は、上記の課題を解決するために、前記販売管理
装置に接続され、複数の商品または複数の選択可能な項目の組み合わせである商品セット
を購入するための商品セット購入装置であって、前記販売管理装置から前記商品セットを
受信するための商品セット受信手段と、商品セットを購入する購入者が前記商品セット受
信手段で受信された商品セットを選択して購入するための情報を入力する商品セット購入
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手段と、前記商品セット購入手段で入力された商品セットを購入するための情報を前記販
売管理装置に送信する購入情報送信手段と、を備えている。
【００３９】
　上記の構成により、前記販売管理装置から提示された商品セットは前記商品セット受信
手段によって受信される。前記購入者は前記商品セット受信手段によって受信された商品
セットを前記商品セット購入手段で選択して購入するための情報を入力し、該購入するた
めの情報は前記購入情報送信手段で前記販売管理装置に送信される。よって、商品セット
購入装置で商品セットに関する情報を記憶しておく必要が無く、また、多数の商品セット
購入者を対象として商品セットを販売することができる。
【００４０】
　本発明に関係した販売管理システムは、上記の課題を解決するために、前記販売管理装
置と、前記商品セット作成装置と、前記商品セット購入装置とを含んで構成されている。
【００４１】
　上記の構成により、広範囲の利用者を対象とする販売管理システムを構築することがで
きる。
【００４２】
　本発明に関係した販売管理方法は、上記の課題を解決するために、通信機能を有する機
器とネットワークを介して情報を送受することにより、複数の商品または複数の選択可能
な項目の組み合わせである商品セットの販売を管理する販売管理方法において、第１の機
器からの要求に応じて、商品に関する情報を上記第１の機器に対して送信する処理を行う
商品情報提示ステップと、上記商品に関する情報に基づいて不特定の商品セット作成者に
よって作成された商品セットを上記第１の機器から受信し、記憶する処理を行う商品セッ
ト記憶ステップと、前記記憶した商品セットと前記商品に関する情報とを、上記第１の機
器も含めて送信希望を受信した第２の機器に対して送信する処理を行う商品セット提示ス
テップと、をコンピュータに実行させる。
【００４３】
　上記の構成により、前記商品情報提示ステップにおいて、前記第１の機器からの要求に
応じて、商品に関する情報を前記第１の機器に対して送信する。前記第１の機器の不特定
の利用者である商品セット作成者は、前記商品情報提示ステップで送信された商品に関す
る情報を基に、商品セットを前記第１の機器で作成する。
【００４４】
　この作成された商品セットは、前記第１の機器から送信され、前記商品セット記憶ステ
ップで受信され、記憶される。この商品セット記憶ステップで記憶された商品セットは、
前記商品セット提示ステップで、前記第２の機器の利用者である購入者に提示されるので
、購入する商品や選択項目の組み合わせを前記購入者が決定するための手間を省くことが
できる。
【００４５】
　また、販売者が商品セットを作成する手間を省くこともできる。更に、一度も販売され
ていない商品や選択されていない選択項目を含む商品セットを購入者に提示することがで
きる。特定のテーマに沿った組み合わせなどの特殊な商品セットを商品セット作成者が作
成することは自由であるから、そのような従来の方法には無い商品セットを購入者に提示
することもできる。
【００４６】
　本発明に関係した販売管理プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体
は、上記の課題を解決するために、前記販売管理装置、または前記商品セット作成装置、
または前記商品セット購入装置における各手段を、コンピュータで実現するためのプログ
ラムを記録している。
【００４７】
　上記の構成により、一般的なコンピュータを、前記販売管理装置、または前記商品セッ
ト作成装置、または前記商品セット購入装置、または前記販売管理システムとして利用す
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ることができ、更にそのようなプログラムに従って動作するコンピュータで上記販売管理
システムを構築することができる。
【００４８】
　なお、本発明に係る販売管理装置は、前記商品セット作成者に関する情報、あるいは前
記購入者に関する情報である、利用者に関する情報を記憶する利用者情報記憶手段を備え
、前記利用者に関する情報は前記利用者情報記憶手段に記憶される情報を指し示すための
一意に割り当てられたユーザＩＤや番号などの識別子で特定できるように構成してもよい
。
【００４９】
　これにより、前記利用者に関する情報は一度入力しておけば、必要な度に毎回入力しな
くても前記識別子のみを入力すればよいので、入力の手間を省くことができる。
【００５０】
　また、本発明に係る販売管理装置は、前記ランキング手段が前記商品セットを、該商品
セットが購入された回数に従ってソートするように構成してもよい。
【００５１】
　これにより、購入者はどの商品セットがよく売れているのかを知ることができるので、
購入者は商品セットを選ぶための手がかりを得ることができる。
【００５２】
　また、本発明に係る販売管理装置は、前記ランキング手段が前記商品セット作成者を、
該商品セット作成者が作成した商品セットが購入された回数を合計した値に従ってソート
するように構成してもよい。
【００５３】
　これにより、購入者は購入された回数の多い、売れ筋の商品セットを作成している商品
セット作成者を知ることができ、商品セットを選ぶための手がかりを得ることができる。
【００５４】
【発明の実施の形態】
　（参考の形態）
　本発明の参考の一形態について図１乃至図８に基づいて説明すれば、以下のとおりであ
る。
【００５５】
　図１は、本発明の販売管理装置の参考の一形態の構成を示すブロック図である。
【００５６】
　図１において、101 は商品に関する情報（以下、商品情報と略称する）を記憶する商品
情報記憶手段、102 は商品情報記憶手段101 に記憶される商品情報から、商品セット作成
者に提示する商品情報を選択して出力する商品情報提示手段、103 は商品セット作成者が
商品情報提示手段102 によって提示された商品情報を参照して、複数の商品または複数の
選択可能な項目の組み合わせである商品セットを作成する商品セット作成手段、104 は商
品セットに対する付加的な情報（後述）を商品セット作成者から取得する付加情報取得手
段、105 は商品セット作成手段103 で作成された商品セットと、付加情報取得手段104 で
取得された付加的な情報と、商品セットが購入された回数などの商品セットに関連する情
報（以下、商品セット関連情報と略称する）を、各商品セットに対応付けて記憶する商品
セット記憶手段、106 は商品セット記憶手段105 で記憶される商品セットを、例えば購入
された回数などの、ある基準に従ってソートするランキング手段、107は商品セット記憶
手段105 に記憶される商品セットあるいはランキング手段106でソートされた結果のうち
、購入者に提示する商品セットあるいは結果を選択して出力する商品セット提示手段、10
8 は前記商品セット提示手段107 によって提示された商品セットを前記購入者に販売する
ための商品セット販売手段、である。
【００５７】
　なお、上記商品セット作成者は、本発明の販売管理装置または次に説明する本発明の販
売管理システムを利用する全ての者を対象としており、特定の商品に精通しているプロフ
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ェッショナルまたはマニアはもちろんのこと、一般の消費者等の不特定多数を含むもので
ある。
【００５８】
　以上に記載した各構成間は直接接続されていてもよいし、電話回線や無線やインターネ
ットなどを利用したネットワークで接続されていてもよい。また、商品セット作成手段10
3 を複数用意して複数の商品セット作成者が同時に利用できるようにしてもよいし、商品
セット提示手段107 あるいは商品セット販売手段108を複数用意して複数の購入者が同時
に利用できるようにしてもよい。
【００５９】
　また、各記憶手段101 、105 はその記憶保持が一時的か、または継続的かを問わず、そ
の用途に応じて適宜選択可能であると共に、内蔵型か外付け型か脱着型かをも問わない。
【００６０】
　さらに、少なくとも情報の表示を行う表示部を備え、前記商品情報提示手段102 によっ
て出力された商品情報、あるいは前記商品セット提示手段107 が出力する商品セットまた
はソートされた結果が、前記表示部に表示されるようにしてもよい。このようにすれば、
前記表示部に表示される商品情報を見て、前記商品セット作成者は商品セットを作成し、
また前記表示部に表示される商品セットを見て前記購入者は、購入する商品セットを選択
することができる。
【００６１】
　このような構成の販売管理装置は、コンビニエンスストアや売店、あるいは公衆スペー
スに設置される情報キオスクなどと称される端末装置として、本発明を実施することがで
きる。
【００６２】
　図２は、本発明の販売管理システムの参考の一形態の構成を示すブロック図である。図
１に示した構成と基本的には同様であるが、商品セットの管理を行う販売管理装置100 と
、商品セット作成者が商品セットを作成するための商品セット作成装置120 （第１の機器
）と、購入者が商品セットを購入するための商品セット購入装置140 （第２の機器）とか
ら構成されているシステムである点で異なっている。各手段101 、102 、104 ～108 は図
１で説明したものと同様であるので説明を省略する。
【００６３】
　販売管理装置100 において、115 は商品セット作成装置120 や商品セット購入装置140 
とのデータの送受信を行うための通信手段である。したがって、前記商品情報提示手段10
2 は、商品セット作成装置120 からの要求に応じて、商品に関する情報を商品セット作成
装置120 に対して送信する処理を、上記通信手段115を介して行う。また、商品情報提示
手段102 は、商品セット記憶手段105 に記憶された商品セットと、商品情報記憶手段101 
に記憶された商品に関する情報とを、送信希望を受信した商品セット購入装置140 に対し
て送信する処理を、上記通信手段115 を介して行う。
【００６４】
　同様に、前記付加情報取得手段104 は、商品セットに対する付加的な情報（後述）を商
品セット作成装置120 から受信する処理を、上記通信手段115 を介して行う。
【００６５】
　また、商品セット作成装置120 において、109 は商品セット作成者が、作成した商品セ
ットに対して付加的な情報を入力するための付加情報入力手段、121 は販売管理装置100 
とのデータの送受信を行うための通信手段、122 は商品情報を記憶する商品情報記憶手段
、123 は前記商品情報記憶手段122 に記憶されている商品情報を、前記商品セット作成者
が選択して商品セットを作成するための商品セット作成手段である。
【００６６】
　また、商品セット購入装置140 において、141 は販売管理装置100 とのデータの送受信
を行うための通信手段、142 は販売管理装置100 から提示された商品セットを購入するた
めに必要な情報を購入者が入力し、販売管理装置100 に送信する処理を行う商品セット購
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入手段、である。
【００６７】
　上記の構成において、商品情報提示手段102 によって選択された商品情報は、通信手段
115 によって商品セット作成装置120 に送信され、通信手段121 によって受信されて、商
品情報記憶手段122 に記憶される。また、商品情報記憶手段122 は別途CD-ROMやDVD-ROM 
などの媒体によって配付された商品に関する情報を読み込んで記憶していてもよい。前記
商品情報記憶手段122 に記憶される商品情報は、商品セット作成手段123 によって商品セ
ット作成者に提示され、該商品セット作成者は提示された商品情報を選択することで商品
セットを作成する。
【００６８】
　作成された商品セットは通信手段121 によって販売管理装置100 に送信され、通信手段
115 によって受信されて、商品セット記憶手段105 に記憶される。また、付加情報入力手
段109 によって入力された付加的な情報は通信手段121 によって販売管理装置100 に送信
され、通信手段115 によって受信されて、付加情報取得手段104 で取得される。このよう
にして通信手段121 は商品セット送信手段として機能する。
【００６９】
　また、商品セット提示手段107 によって商品セット記憶手段105 から選択された商品セ
ット、あるいはランキング手段106 によってソートされた結果は、通信手段115 によって
商品セット購入装置140 に送信され、通信手段141 によって受信されて、購入者に提示さ
れる。また、商品セット購入手段142 によって入力された商品購入に関する情報は、通信
手段141 によって販売管理装置100 に送信され、通信手段115 によって受信されて、商品
セット販売手段108 で処理される。このようにして通信手段141 は商品セット受信手段お
よび購入情報送信手段として機能する。
【００７０】
　図２では、商品セット作成装置120 および商品セット購入装置140 はそれぞれ一つのみ
を記しているが、電話回線や無線やインターネットなどを利用したネットワークを構成す
るように、複数の商品セット作成装置120 および商品セット購入装置140 を販売管理装置
100 に接続してもよい。このように構成することで、広範なユーザを対象とする、商品セ
ットの作成および商品セットの販売が可能となる。
【００７１】
　また、商品セット作成装置120 および商品セット購入装置140 はそれぞれ別の装置であ
る必要はなく、一つの端末装置がこれらの装置120 および140 の組み合わせとして構成さ
れていてもよい。このようにすれば、例えば他の商品セット作成者が作成した商品セット
の提示を販売管理装置100 から受けることができるので、他の商品セット作成者が作成し
た商品セットを参考にして新たな商品セットを作成することができる。これは、一般的な
パーソナルコンピュータなどの装置を、商品セット作成装置120 および商品セット購入装
置140 として機能させるためのプログラムによっても実現できる。
【００７２】
　図３は商品情報記憶手段101 に記憶される商品情報の例を示す図である。この図では商
品として、音楽データを例としている。図３において、301 は音楽データそれぞれに対し
て一意に付けられた番号である曲ＩＤ、302 は曲名、303 は歌手名、である。したがって
、一つの音楽データは曲ＩＤ301 、曲名302 、歌手名303 の、対応する組み合わせから構
成される。
【００７３】
　ここで挙げた例以外にも、音楽データのジャンル（属性）や曲の長さなどの音楽に関す
る情報が併せて記憶されていれば、商品セット作成者や購入者が音楽データを参照する際
の手がかりとすることができるし、販売価格などの販売に関する情報が併せて記憶されて
いれば、個々の音楽データごとに異なる値段を設定するというように販売の形態を多様化
することができる。
【００７４】
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　また、商品情報記憶手段101 が音楽の実データを併せて記憶していても良いし、実デー
タは別の記憶手段に記憶しておき、実データを指し示すためのファイル名をそれぞれの音
楽データごとに記憶したり、あるいは実データを販売管理装置100 とネットワークで接続
されたサーバに記憶させ、その実データの保有リソース名を指し示すＵＲＬ(Uniform Res
ource Locator)を記憶するようにしても良い。
【００７５】
　更に、前記ファイル名は、例えば曲ＩＤ301 を文字列化した値に、音楽データを表わす
拡張子、例えば「.mp3」、を連結するというような処理を行って、曲ＩＤ301 の値から生
成してもよい。例えば曲ＩＤ301 が１である音楽データであればファイル名「1.mp3 」が
得られる。このようにすれば音楽データの管理が容易となる。
【００７６】
　以上のように、より一般化すれば、一つの商品情報は、商品を一意に特定するための識
別情報、その商品の内容を示す内容情報、その商品の属性を表す属性情報等から構成され
る。
【００７７】
　図４は商品セット記憶手段105 に記憶される商品セットの一例を示す図である。複数の
商品セットを区別するために一意に付けられた番号である商品セットＩＤ401 に対して、
この商品セットに含まれる音楽データに付けられた前記の曲ＩＤ301 が順番402 に従って
記憶されている。この例の商品セットでは５曲の音楽データが含まれているが、曲数はこ
れには限らないし、商品セットごとに可変としてもよい。
【００７８】
　また、前述の付加的な情報として、この商品セットを作成した作成者名403 、商品セッ
トのイメージや、特徴、テーマなどを端的に表すことによって、購入者が商品セットを選
択する際の手がかりを与えるために、この商品セットに対して付けられたタイトル404 、
および商品セットに対して付けられた、アルバムのジャケット画像などの、商品セットの
イメージを表現するための画像ファイル名405 も併せて記憶されている。
【００７９】
　この例では、作成者403 の名前は文字列データで記憶されているが、別途作成者の名前
に対して管理番号などのデータを付して記憶しておき、該データを記憶するようにしても
よい。このようにすることで、同じ作成者が複数の商品セットを作成している時にでも作
成者に関する情報を共有化することができるので、作成者の情報が更新された時などにそ
れぞれの商品データの情報を更新する必要がなくなる。
【００８０】
　また、画像ファイル名405 は一つには限らなくてもよく、個数は可変としてもよい。あ
るいは、先に曲ＩＤ301 からファイル名を生成した例と同様にして、商品セットＩＤ401 
（図４では番号326 ）から画像ファイル名（図４では326.jpg）を生成してもよい。
【００８１】
　以上では、画像データは別途記憶されていることを想定しているが、画像データ自体を
商品セット記憶手段105 に併せて記憶するようにしてもよい。以上の付加的な情報以外に
も、作成者による肉声のコメントなどの音声データを指し示す音声ファイル名や、商品セ
ットの販売価格などの情報を記憶してもよい。また、画像データは、商品セットが音楽の
ような無形の商品セットである場合には、そのイメージを表現した画像であることが好ま
しいが、有形の商品セットの場合にはその外観を撮影した写真データであることが好まし
い。
【００８２】
　以下、図５および図６を参照して本参考の形態における販売管理システムの具体的な例
を説明する。
【００８３】
　図５は商品セット作成装置120 において、商品セット作成者が商品セットを作成する画
面の例を説明するための図である。このような画面を表示するための表示部は、商品セッ
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ト作成手段103 または123 の一部として設けてもよいし、商品セット作成装置120 を、販
売管理装置100 および商品セット購入装置140 と組み合わせた単体装置として構成する場
合には、共通の表示部及び表示制御手段を設け、表示制御手段が商品セット作成手段103 
または123 、商品情報提示手段102、商品セット販売手段108 、商品セット購入手段142 
から必要な情報を取得し、表示部に表示する制御を行うようにしてもよい。
【００８４】
　図５において、501 は商品情報提示手段102 によって出力された商品情報を商品セット
作成者に提示するための商品情報提示エリア、502 は商品情報提示エリア501 に表示され
る商品情報を別の商品情報に切り替えるためのスクロールボタン、503 は商品セット作成
者が選択した商品の組み合わせである作成中の商品セットの内容を表示する商品セット作
成エリア、504 は商品セット作成者の名前を入力するための作成者名入力エリア、505 は
作成中の商品セットのタイトルを入力するためのタイトル入力エリア、506 は作成中の商
品セットの付加的な情報であるジャケット画像を作成するためのジャケット作成ボタン、
507 は作成中の商品セットを商品管理装置100 に送信して商品セット記憶手段105 に記憶
させるための登録ボタン、である。
【００８５】
　また、商品情報提示エリア501 中にはそれぞれの商品情報として、曲名508 と歌手名50
9 が表示されており、商品セット作成エリア503 中には商品セットに含まれる個々の曲の
順番510 と曲名511 が表示されている。
【００８６】
　商品情報提示エリア501 中に表示されている商品を選択するには、表示されている曲名
508 あるいは歌手名509 をマウスなどのポインティング装置でポインティングしてボタン
をクリックする。あるいは、タッチパネルを利用して直接指など触れることで指示するよ
うにしてもよいし、キーボードを利用して商品情報提示エリア501 に表示されるカーソル
を制御して指示するようにしてもよい。以後これらの、表示されている対象物を選択する
操作を単にクリックと記述する。
【００８７】
　選択された商品は作成中の商品セットに追加され、商品セット作成エリア503に表示さ
れる。商品セット作成エリア503 に表示されている商品を作成中の商品セットから削除す
るには、商品セット作成エリア503 中の削除したい商品の順番510 または曲名511 をクリ
ックする。
【００８８】
　ジャケット作成ボタン506 が押された場合には、ジャケット画像を作成するための画面
に切り替わる。ジャケット画像を作成する画面の例は後述する。
【００８９】
　商品セット作成者は上記の、商品情報提示エリア501 中に表示されている商品情報を選
択して作成中の商品セットに追加する操作、あるいは商品セット作成エリア503 に表示さ
れている商品情報を選択して該作成中の商品セットから削除する操作を繰り返すことによ
って所望の商品セットを作成する。
【００９０】
　作成した商品セットは登録ボタン507 を押すことにより、販売管理装置100 に送信され
、商品セット記憶手段105 に記憶される。またこの時、前記作成者名入力エリア504 に入
力された作成者名、前記タイトル入力エリア505 に入力されたタイトル、後述のジャケッ
ト画像を作成する画面で作成されたジャケット画像データは、付加的な情報として販売管
理装置100 に送信され、付加情報取得手段104 によって取得されて、商品セットと併せて
商品セット記憶手段105 に記憶される。
【００９１】
　図６は、前記ジャケット作成ボタン506 が押された場合に切り替わる、ジャケットを作
成するための画面の例である。ここでは予め用意された画像や文字のレイアウトの中から
、商品セット作成者が所望のものを選択して組み合わせることによってジャケット画像を
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作成する。
【００９２】
　図６において、551 は予め用意された画像の候補を表示して商品セット作成者に提示す
る画像提示エリア、552 は画像提示エリア551 に表示される画像の候補を別の画像の候補
に切り替えるためのスクロールボタン、553 は商品セット作成者が文字列を入力するため
の文字入力エリア、554 は文字入力エリア553 に入力された文字列を画像中に配置するた
めの予め用意されたレイアウトの候補を表示して商品セット作成者に提示する文字レイア
ウト提示エリア、555 は文字レイアウト提示エリア554 に表示されるレイアウトの候補を
別のレイアウトの候補に切り替えるためのスクロールボタン、556 は作成中のジャケット
画像のプレビューを表示するプレビュー表示エリア、557 はジャケット画像の作成を中止
して図５に示した商品セット作成画面に戻るためのキャンセルボタン、558 はジャケット
画像の作成を完了して作成中のジャケット画像を登録するためのＯＫボタン、である。
【００９３】
　画像提示エリア551 で提示される画像は、表記されていない画像記憶手段に記憶されて
いる。前記画像記憶手段は販売管理装置100 に設けられて画像情報を必要に応じて商品セ
ット作成装置120 に送信するようにすれば、商品セット作成装置120 で大量の画像を記憶
しておく必要がない。あるいは、商品セット作成装置120 に設けられていれば、商品セッ
ト作成装置120 ごとに異なる画像を利用することができ、商品セット作成装置120 ごとの
特徴を出すことができる。
【００９４】
　画像提示エリア551 で提示される画像、および文字レイアウト提示エリア554で提示さ
れるレイアウトは、商品セット作成者がクリックして選択することができる。選択された
画像あるいはレイアウトは、図６に示すように、枠などの特定の目印を付して表示され、
選択されていることを商品セット作成者に通知する。
【００９５】
　選択された画像に、文字入力エリア553 に入力された文字列を選択されたレイアウトに
従って配置して合成した画像が、作成中のジャケット画像としてプレビュー表示エリア55
6 に表示されている。画像提示エリア511 中の選択されている画像あるいは文字レイアウ
ト提示エリア554 中の選択されているレイアウトが変更されたり、文字入力エリア553 に
入力されている文字列が変更されるなどによって、作成中のジャケット画像の内容が変更
された場合には、プレビュー表示エリア556 に表示される内容も即座に更新される。この
ようにして、商品セット作成者は好みの画像やレイアウトや文字列を試行錯誤的に変更し
たり修正することとによってジャケット画像を作成することができる。
【００９６】
　ＯＫボタン558 が押された場合には、作成中のジャケット画像は画像データに変換され
、一旦商品セット作成装置120 内で記憶される。該画像データは作成中の商品セットが登
録されて販売管理装置100 に送信される時に併せて送信され、付加情報取得手段104 によ
って取得される。
【００９７】
　上記の例は予め用意された画像からジャケット画像に使う画像を選択する例を示したが
、これ以外にも、一般的なグラフィクスエディターのような画像を描画する機能を提供し
て、商品セット作成者は自由にジャケット画像を描くようにしてもよい。あるいは、別の
グラフィクスエディターなどを利用して作成した画像データを読み込んでジャケット画像
とするような機能を提供してもよい。
【００９８】
　キャンセルボタン557 あるいはＯＫボタン558 が押された後は、図５に示したような商
品セット作成画面に戻る。
【００９９】
　図７は購入者が商品セットの内容を確認して購入するための、図１の販売管理装置に備
えられた商品セット販売手段108 、または図２の商品セット購入装置140 に備えられた商
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品セット購入手段142 の例を説明するための図である。なお、このような画面を表示する
ための表示部は商品セット販売手段108 または商品セット購入手段142 の一部として設け
てもよいし、商品セット作成装置120 と販売管理装置100 と商品セット購入装置140 とを
組み合わせた単体装置として構成する場合には、共通の表示部及び表示制御手段を設けれ
ばよいことは前述した通りである。
【０１００】
　図７において、601 は商品セット記憶手段105 に記憶される商品セットを、例えば過去
１ヶ月に購入された回数などの、ある基準に従ってランキング手段106がソートした順番
で表示する商品セットランキング表示エリア、602 は商品セットランキングエリア601 に
表示される商品セットのランキングを切り替えて別の商品セットのランキングを表示させ
るためのスクロールボタン、603 は商品セットランキング表示エリア601 に表示される商
品セットのうち、選択された一つの内容を詳細に表示する商品セット内容表示エリア、60
4 は商品セット内容表示エリア603 に表示されている商品セットを購入するための購入ボ
タン、である。
【０１０１】
　商品セットランキング表示エリア601 に表示されている商品セットをクリックすると選
択され、該商品セットに関する内容が商品セット内容表示エリア603 に表示される。また
、商品セットランキング表示エリア601 には各商品セットの順位605 、タイトルおよび作
成者606 、曲数および演奏時間607 、販売価格608 がそれぞれ表示されており、商品セッ
ト内容表示エリア603 には商品セットのタイトル609 、作成者610 、ジャケット画像611 
、商品セットに含まれる曲のリスト612 がそれぞれ表示されている。
【０１０２】
　更に、各商品セットの順位605 には、先週などと比較した、順位の変動を矢印で併せて
表示している。これらの商品セットに関する情報は、購入者が購入する目的に適う商品セ
ットを探す際の手がかりを与えることができる。
【０１０３】
　購入者は、商品セットランキング表示エリア601 に表示される商品セットのランキング
を見て、興味の惹かれた、あるいは購入目的に適いそうな商品セットをクリックすると、
該商品セットの詳細な内容が商品セット内容表示エリア603 に表示される。購入者はこの
商品セットの内容を確認し、気に入って購入する場合は購入ボタン604 を押す。購入ボタ
ン604 が押されると、図示していない購入の手続きのための画面に切り替わり、そこで該
商品セットを購入するのに必要な手続きをとることができる。商品セット販売手段108 は
、購入指示を受けた商品セットについて、購入者および決済手法を確認すると共に、必要
に応じて課金処理を行う。
【０１０４】
　図８は図５に示した、商品セット作成者が商品を組み合わて商品セットを作成する画面
の例において、商品セットを作成する処理の流れを説明するためのフローチャートである
。
【０１０５】
　まず、処理全体を初期化する（ステップ701 ；以下S701と略記する）。図５に示した例
では、商品情報提示手段102 によって選択されて出力された、商品情報記憶手段101 に記
憶されている商品情報のうち、商品情報提示手段102 によって選択されて出力された幾つ
かを商品情報提示エリア501 に表示し、商品セット作成エリア503 および作成者名入力エ
リア504 およびタイトル入力エリア505 をクリアし、商品セット作成手段103 内に一時的
に記憶される作成中の商品セットをクリアする。
【０１０６】
　なお、商品情報提示エリア501 に初期状態で表示される商品情報は任意であるが、例え
ば商品情報記憶手段101 に記憶されている商品情報のうち、曲ＩＤ301が最小の商品情報
から、商品情報提示エリア501 に表示できる個数の商品情報を表示すれば良い。
【０１０７】
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　次に、商品情報提示エリア501 に表示されている商品情報がクリックされたかどうかを
判定する（S702）。いずれかの商品情報がクリックされた場合はS703に、クリックされて
いない場合はS704に、それぞれ処理を進める。
【０１０８】
　S702でいずれかの商品情報がクリックされていた場合は、該商品を作成中の商品セット
に追加する（S703）。そのあと、処理をS706に進める。
【０１０９】
　S702で商品情報がクリックされていなかった場合は、商品セット作成エリア503 に表示
されている、作成中の商品セットに含まれる商品情報がクリックされたかどうかを判定す
る（S704）。S704で商品情報がクリックされた場合はS705に、クリックされていない場合
はS707に、それぞれ処理を進める。
【０１１０】
　S704で商品情報がクリックされていた場合は、該商品を作成中の商品セットから削除す
る（S705）。
【０１１１】
　次に、S703またはS705の処理の後、作成中の商品セットに従って商品セット作成エリア
503 の表示を更新する（S706）。そのあと、処理をS702に戻す。
【０１１２】
　S704で商品がクリックされていなかった場合は、ジャケット作成ボタン506 が押された
か否かを判定する（S707）。ジャケット作成ボタン506 が押された場合はS708に、押され
ていない場合はS709に、それぞれ処理を進める。
【０１１３】
　S707でジャケット作成ボタン506 が押された場合は、図６に示したようなジャケット画
像を作成するための画面に切り替え、ジャケット画像を作成する処理を行う（S708）。ジ
ャケット画像が登録されるかジャケット画像の作成が中止されてS708のジャケット画像を
作成する処理が終了したらS702に処理を戻す。
【０１１４】
　S707でジャケット作成ボタン506 が押されていなかった場合は、登録ボタン507 が押さ
れたか否かを判定する（S709）。登録ボタン507 が押された場合はS710に処理を進める。
登録ボタン507 が押されていない場合はS702に処理を戻す。
【０１１５】
　S709で登録ボタン507 が押された場合は、作成中の商品セットが完成しているかどうか
を判定する（S710）。この場合、少なくとも一つの商品が作成中の商品セットに含まれて
いなければ作成中の商品セットは完成していないと判断する。また、商品セットに含まれ
る商品の数の下限や上限を予め設定しておき、これよりも商品の数が少ない場合や多い場
合は商品セットは完成していないとしてもよい。更に、商品セット作成者の名前や商品セ
ットのタイトルやジャケット画像などの付加的な情報のうち一つあるいは幾つかを必須項
目として、入力されていない場合は商品セットが完成していないとしてもよい。作成中の
商品セットが完成している場合はS711に処理を進める。作成中の商品セットが完成してい
ない場合はS702に処理を戻す。
【０１１６】
　S710で作成中の商品セットが完成していると判定された場合は、作成中の商品セットを
商品セット記憶手段105 に登録し（S711）、処理を終了する。
【０１１７】
　（実施形態）
　本発明の実施の形態について図９乃至図１６に基づいて説明すれば、以下のとおりであ
る。本実施形態では、利用者に関する情報を取得し、商品セット作成者に関する情報と購
入者に関する情報を比較することによって、購入者の嗜好情報と似通った嗜好情報を持つ
商品セット作成者が作成した商品セットを優先的に購入者に提示する例について説明する
。
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【０１１８】
　図９は、本発明の実施形態における販売管理システムの構成を示すブロック図である。
この図も図２と同様に、販売管理装置100 と、商品セット作成装置120 と、商品セット購
入装置140 とから構成されている販売管理システムとして説明する。
【０１１９】
　図９において、各装置または手段100 、120 、140 、101 、102 、105 ～108、115 、1
21 ～123 、141 ～142 は図２で説明したものと同様であるので説明を省略する。
【０１２０】
　図９において、110 は本システムの利用者に関する情報を、商品セット作成装置120 お
よび商品セット購入装置140 あるいは、商品セットを参照することができる他の装置から
取得する利用者情報取得手段、111 は前記利用者情報取得手段110 によって取得された利
用者に関する情報を記憶する利用者情報記憶手段、112 は利用者情報記憶手段111 に記憶
される複数の利用者に関する情報を比較して適合度を計算する利用者情報比較手段、であ
り、販売管理装置100 に備えられている。
【０１２１】
　また、124 は商品セット作成者に関する情報を入力するための作成者情報入力手段であ
り、商品セット作成装置120 に備えられている。更に、143 は購入者に関する情報を入力
あるいは自動的に取得するための購入者情報取得手段、であり、商品セット購入装置140 
に備えられている。なお、利用者情報記憶手段111 を商品セット記憶手段105 が兼ねても
よいことは言うまでもない。
【０１２２】
　前記購入者情報取得手段143 が購入者に関する情報を自動的に取得する方法の例として
は操作の履歴を利用する方法がある。例えば、前記購入者が前記商品セット提示手段107 
によって提示される商品セットのうち、特定の色を有する商品セットを参照するような操
作の履歴から、前記購入者は前記特定の色を好むという情報を自動的に取得することがで
きる。
【０１２３】
　作成者情報入力手段124 で入力された商品セット作成者に関する情報は通信手段121 に
よって販売管理装置100 に送信され、通信手段115 によって受信されて利用者情報取得手
段110 で取得される。また、購入者情報取得手段143 によって入力された、あるいは取得
された購入者に関する情報は通信手段141 によって販売管理装置100 に送信され、通信手
段115 で受信されて利用者情報取得手段100で取得される。
【０１２４】
　また、商品セット販売手段108 は、ある商品セットが商品セット購入装置140で購入さ
れた時に、該商品セットを作成した商品セット作成者を利用者情報記憶手段111 に記憶さ
れた利用者に関する情報から検索して選出し、前記商品セット作成者に売り上げの一部を
報奨金として付与したり、商品やサービスと交換できるポイントなどを付与するなどの特
典を与える。したがって、商品セット販売手段108 は、商品セット作成者選出手段として
機能する。
【０１２５】
　前記特典に関する情報は利用者情報記憶手段111 に記憶される、該特典を与えられる利
用者の情報に併せて記憶するようにし、必要に応じて図示していない特典処理手段で特典
を与える処理を行えばよい。
【０１２６】
　図１０は商品情報記憶手段101 に記憶される商品に関する情報の例を示す図である。本
実施形態では、商品に関する情報として自動車のオプションを例とする。
【０１２７】
　最近の自動車の販売形態においては車体の色やエアロパーツやアクセサリーなどの、さ
まざまなオプションが多彩に用意されていて、購入者は所望のように組み合わせて自動車
を購入することができる。しかし、オプションが多彩なため、満足できるオプションの組
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み合わせを決定することが難しい。選択したオプションに応じて外見を変更して表示する
ようなシミュレーション装置も利用されるようになってきているが、すべての車種ごとに
用意する必要があるという問題や、オプションが多数存在する場合は様々な組み合わせを
試行錯誤する手間がある。
【０１２８】
　本実施形態では、他の商品セット作成者が作成したオプションの組み合わせを参照して
、所望の商品セットを購入するようにして、購入者がオプションの組み合わせを作成する
手間を省く例を示す。
【０１２９】
　図１０において、901 はオプションそれぞれに対して一意に付けられた番号であるオプ
ションＩＤ、902 はそれぞれのオプションが属する種類、903 はオプション名、904 は価
格、である。一つのオプションの情報はオプションＩＤ901 、種類902 、オプション名90
3 、価格904 の、対応する組み合わせから構成される。
【０１３０】
　ここに挙げた以外にも、それぞれのオプションに対して、該オプションを選択するため
には、同時に選択されていることが要求されるオプションのオプションＩＤで表わされる
必要条件オプションＩＤや、同時に選択することができないオプションのオプションＩＤ
で表わされる排他条件オプションＩＤを併せて記憶しておくことにより、オプション間の
依存関係を既述することができる。あるいは、複数のオプションの組み合わせに対して価
格を記憶しておけば、該当するオプションを同時に選択している場合に価格を割り引くな
どの設定を記憶することができる。
【０１３１】
　図１１は利用者情報記憶手段111 に記憶される、利用者に関する情報の一例を示す図で
ある。この図では、それぞれの利用者に関する情報に対して一意に付けられた番号である
利用者ＩＤ1001に対応して、利用者名1002、年齢1003、性別1004、未婚または既婚1005、
家族の人数1006、趣味1007、が記憶されている。記憶される情報はこれに限るものではな
い。また、記憶される情報の形式はこの例では文字列あるいは数字で示しているが、これ
以外にもバイナリデータで記憶していてもよいし、例えば趣味1007に対して選択肢を予め
用意しておき、それぞれの選択肢に付された記号あるいは番号を一つあるいは複数記憶す
るというように、符号化された形式で記憶していてもよい。
【０１３２】
　図１２は本実施形態における、商品セット記憶手段105 に記憶される商品セットの一例
を示す図である。図４と同様に、複数の商品セットを区別するために一意に付けられた番
号である商品セットＩＤ401 に対して、この商品セットに含まれるオプションに付けられ
たオプションＩＤ901 が記憶されている。
【０１３３】
　なお、本実施形態においてはオプションの順番は意味を持たない。この例の商品セット
では５つのオプションの組み合わせが記憶されているが、オプションの数はこれには限ら
ないし、商品セットごとに可変としてもよい。また、付加的な情報として、この商品セッ
トを作成した商品セット作成者の情報に付された利用者ＩＤ1001である、作成者ＩＤ401 
が併せて記憶されている。
【０１３４】
　以下、図１３ないし図１５を参照して本実施形態における販売管理システムの具体的な
例を説明する。
【０１３５】
　図１３は商品セット作成者が商品セットを作成するための画面の例を説明するための図
である。
【０１３６】
　図１３において、1101は商品情報提示手段102 によって出力された商品に関する情報で
ある、選択可能なオプションの情報を商品セット作成者に提示する商品情報提示エリア、
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1102は商品情報提示エリア1101に表示される商品に関する情報を別の商品に関する情報に
切り替えるためのスクロールボタン、1103は作成中の商品セットの内容として、商品情報
提示エリア1101に表示されるオプションから商品セット作成者が選択したオプションの組
み合わせの内容を表示する選択オプション表示エリア、1104は商品セット作成者が別途、
作成者情報入力手段124 を利用して入力し、利用者情報記憶手段111 に利用者情報を登録
した際に、該利用者情報に対して割り当てられた利用者ＩＤ1001を入力するための作成者
ＩＤ入力エリア、1105は商品セット作成者がまだ利用者情報を登録していない場合に、後
述の利用者情報を登録する画面に表示を切り替えるための利用者登録ボタン、1106は作成
中の商品セットを商品管理装置100 に送信して商品セット記憶手段105に記憶させるため
の登録ボタン、である。
【０１３７】
　また、商品情報提示エリア1101中にはそれぞれのオプションに関する情報として、種類
1107、オプション名1108、価格1109が表示されている。
【０１３８】
　商品情報提示エリア1101に表示されているオプションを選択して作成中の商品セットに
追加するための操作、および選択オプション表示エリア1103に表示されているオプション
を作成中の商品セットから削除するための操作は、図５で説明したのと同様に、追加ある
いは削除したいオプションをクリックする。
【０１３９】
　図１４は利用者情報を入力するための画面の例を説明するための図である。例えば図１
３に示した商品セットを作成するための画面中の利用者登録ボタン1105を押した場合など
、利用者情報を入力する場合にこの画面に切り替わる。利用者とは、商品セットを作成す
る商品セット作成者や商品セットを購入する購入者以外にも、商品セットを参照する利用
者などの一般的な利用者を含んでいる。
【０１４０】
　図１４において、1201は利用者の名前を入力するための名前入力エリア、1202は利用者
の年齢を入力するための年齢入力エリア、1203は利用者の性別を入力するための性別入力
スイッチ、1204は利用者が未婚であるか既婚であるかを入力するための未婚・既婚入力ス
イッチ、1205は利用者の家族の人数を入力するための家族人数入力エリア、1206は利用者
の趣味を入力するための趣味入力チェックボックス、1207は入力途中の情報を破棄して利
用者情報の入力を中断するためのキャンセルボタン、1208は入力した情報を利用者情報記
憶手段111 に登録するための登録ボタン、である。この入力画面の例は図１１に示した利
用者に関する情報の一例に基づいている。
【０１４１】
　名前入力エリア1201、年齢入力エリア1202、家族人数入力エリア1205には文字列あるい
は数値をキーボードなどを用いて入力する。性別入力スイッチ1203、未婚・既婚入力スイ
ッチ1204、趣味入力チェックボックス1206はクリックして選択する。利用者が必要な入力
情報を設定し終えて登録ボタン1208を押すと、入力した情報が販売管理装置100 に送信さ
れ、利用者情報取得手段110 で取得される。
【０１４２】
　利用者情報取得手段110 は取得した利用者に関する情報に対して、利用者ＩＤ1001を一
意に割り当て、前記割り当てられた利用者ＩＤ1001と前記利用者に関する情報とを利用者
情報記憶手段111 に記憶させる。また、前記割り当てられた利用者ＩＤ1001は図示してい
ない表示画面や、電子メールなどの手段で、前記利用者に関する情報を入力した利用者に
通知する。
【０１４３】
　上記のようにして、利用者は一度利用者に関する情報を入力しておけば、利用者情報を
必要とする場合には利用者ＩＤ1001を入力することで、再度利用者に関する情報を入力す
る手間を省くことができる。
【０１４４】
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　図１５は購入者が商品セットの内容を確認して購入するための画面の例を説明するため
の図である。
【０１４５】
　図１５において、1301は購入者が利用者ＩＤ1001を入力するための利用者ＩＤ入力エリ
ア、1312は購入者がまだ利用者情報を登録していない場合に、図１４で説明したような利
用者情報を登録する画面に表示を切り替えて利用者に関する情報を登録するための利用者
登録ボタン、1302は商品セット記憶手段105 に記憶される商品セットを、例えば利用者情
報記憶手段111 に記憶される、該商品セットを作成した商品セット作成者に関する情報と
、利用者ＩＤ1301で入力された利用者ＩＤを持つ購入者の情報とを比較して導出される適
合度などの、ある基準に従ってランキング手段106 がソートした順番で表示する商品セッ
トランキング表示エリア、1303は商品セット表示エリア1302に表示される商品セットを切
り替えて別の商品セットを表示させるためのスクロールボタン、1304は商品セット表示エ
リア1302に表示される商品セットの内の、選択された一つの内容を詳細に表示する商品セ
ット内容表示エリア、1305は商品セットの購入を取り止めるためのキャンセルボタン、13
06は商品セット内容表示エリア1304に表示されている商品セットを購入するための購入ボ
タン、である。
【０１４６】
　更に、商品セット表示エリア1302には、それぞれの商品セットの作成者1307と価格1308
と、上述のようにして導出された適合度1309とがそれぞれ表示されている。
【０１４７】
　商品セット表示エリア1302に表示されている商品セットをクリックすると、クリックさ
れた商品セットの内容が商品セット内容表示エリア1304に表示される。ここでは、商品セ
ット内容表示エリア1304には商品セットの作成者の名前1310と該商品セットに含まれるオ
プションの一覧表1311が表示されている。
【０１４８】
　これらの情報は、図１２に示したような商品セットの情報から、作成者ＩＤ410 に記憶
されている利用者ＩＤを、図１１に示したような利用者情報記憶手段111 に記憶される利
用者に関する情報から検索して得られる作成者の名前、およびオプションＩＤ901 を、図
１０に示したような商品情報記憶手段101 に記憶される商品に関する情報から検索して得
られる種類902 およびオプション名903 というようにしてそれぞれ得られて、表示されて
いる。
【０１４９】
　これ以外にも、例えば該商品セットに含まれるオプションの組み合わせからシミュレー
トして得られる車の外観などの、商品セットの内容を表わす手がかりを併せて表示すれば
、購入者が所望の商品セットを選択する手がかりとなる。
【０１５０】
　購入者は商品セット表示エリア1302に表示される商品セットをクリックして商品セット
内容表示エリア1304に表示される内容を確認し、その商品セットが所望のものであれば購
入ボタン1305を押すことで購入の手続きに移行することができる。
【０１５１】
　ある商品セット作成者に関する情報と、ある購入者に関する情報との、前記適合度の導
出方法の一例としては、図１１に示したような利用者に関する情報を参照して、利用者Ｉ
Ｄ1001および利用者名1002を除く項目をそれぞれ比較して、一致する場合は１、一致しな
い場合は０を得点として加算し、合計点を計算する。
【０１５２】
　得点は項目ごとに一定である必要はなく、重要な項目には高い得点を割り当ててもよい
。また、数値で表わされる項目については、数値を幾つかの段階に分類して比較してもよ
いし、数値の差に応じて得点を割り当ててもよい。前者は例えば、年齢1003を10代、20代
、30代、というように区切って比較する方法である。後者は例えば、家族人数1006を比較
して、差が０人であれば５点、差が１人であれば３点、差が２人であれば１点、差が３人
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以上であれば０点というように、得点を数値の差に応じて割り当てる方法である。
【０１５３】
　前者の方法では数値の細かな違いを考慮しないようにできるし、同じ価値観を持つ年代
のような、ある値の範囲で区切られる分類を考慮することができる。後者の方法では数値
が丁度一致した場合には高い得点となるが、若干異なっていても得点が割り当てられると
いうように、値の違いを考慮して比較することができる。また、趣味1007のように複数選
択可能な項目では、一致する項目ごとに得点を加算すればよい。
【０１５４】
　適合度1309に表示する値は、上記のようにして導出された適合度の値であるが、最高得
点が100 点などの理解しやすい値になるように、各商品セットに対する適合度の値を正規
化すれば購入者は値の違いを理解しやすくなる。例えば図１５に示した例で、最高得点が
１１点であるとすると、すべての商品セットに対する適合度に100/11≒9.09を掛け合わせ
た値とすればよい。
【０１５５】
　より理解しやすくするために、掛け合わせた値を四捨五入しても良い。また、数値で表
現する以外にも、予め設定された値の範囲ごとに対応する星印の数などの絵で表現すれば
、購入者はどの商品セットがお勧めなのかを直感的に理解しやすくなる。
【０１５６】
　図１６は本実施形態における販売管理システムにおいて、商品セット記憶手段105 に記
憶される商品セットを購入者に提示し、購入者は所望の商品セットを選択して購入する処
理の流れを説明するためのフローチャートである。
【０１５７】
　まず、利用者登録ボタン1312が押されたか否かを判定する（S1401)。利用者登録ボタン
1312が押された場合はS1402 に処理を進める。利用者登録ボタン1312が押されていない場
合はS1403 に処理を進める。
【０１５８】
　S1401 で利用者登録ボタン1312が押された場合は、図１４で説明したようにして前記購
入者は自らに関する情報を入力して登録する（S1402)。購入者の情報を登録した後、前記
購入者に割り当てられた利用者ＩＤ1001を利用者ＩＤ入力エリア1301に自動的に入力する
ようにすれば、改めて利用者ＩＤ1001を入力する手間を省くことができる。
【０１５９】
　次に、利用者ＩＤ入力エリア1301に入力された利用者ＩＤ1001を取得し、利用者情報記
憶手段111 に記憶された、前記利用者ＩＤ1001を持つ利用者情報を読み出す（S1403)。利
用者ＩＤ1001が利用者ＩＤ入力エリア1301に入力されていない場合は、処理を停止して入
力されるまで待ってもよい。あるいは、図１５に示した購入するための画面を表示する前
に、利用者ＩＤ入力エリア1301および利用者登録ボタン1312のみから構成されるアクセス
画面を表示して、前記購入者は利用者ＩＤ1001を利用者ＩＤ入力エリア1301に入力するか
、利用者登録ボタン1312を押して利用者に関する情報を入力するようにすれば、必ず購入
者の情報を読み出すことができる。
【０１６０】
　次に、商品セット提示手段107 は、商品セット記憶手段105 に記憶される、ある商品セ
ットの作成者を参照し、利用者情報比較手段112 は、利用者情報記憶手段111 に記憶され
た、前記商品セットの作成者に関する情報と、購入者に関する情報とを、比較して適合度
を導出する（S1404)。適合度の導出方法の例は前述した通りである。
【０１６１】
　次に、商品セット記憶手段105 に記憶される商品セットすべてに対して、S1404 の処理
による適合度の導出が完了したか判定する（S1405)。完了した場合はS1406 に進む。完了
していない場合はS1404 に戻って、適合度の導出をまだ行っていない別の商品セットに対
して処理を繰り返す。
【０１６２】
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　次に、ランキング手段106 は、S1404 で計算された適合度で商品セット記憶手段105 に
記憶される商品セットをソートする（S1406)。ソートするアルゴリズムはバブルソートや
クイックソートなどの一般的なアルゴリズムを用いればよい。
【０１６３】
　次に、表示画面を初期化する（S1407)。図１５の例では、商品セット表示エリア1302に
ステップS1406 でソートした順番で、すなわち、前記購入者と適合度の高い商品セット作
成者が作成した商品セットが上位になるように、商品セットに関する情報として、作成者
1307と価格1308と適合度1309を表示し、商品セット内容表示エリア1304の内容をクリアす
る。
【０１６４】
　次に、商品セット表示エリア1302がクリックされたか否かを判定する（S1408)。クリッ
クされた場合はS1409 に処理を進める。クリックされていなかった場合はS1410 に処理を
進める。
【０１６５】
　S1408 で商品セット表示エリアがクリックされた場合は、クリックされた商品セットの
内容を商品セット記憶手段105 から参照し、商品セット内容表示エリア1304に表示する（
S1409)。
【０１６６】
　次に、キャンセルボタン1305が押されたか否か判定する（S1410)。押されていた場合は
購入のための処理を中断して終了する。押されていなかった場合はS1411 に処理を進める
。
【０１６７】
　次に、購入ボタン1306が押されたか否か判定する（S1411)。押されていた場合はS1412 
に処理を進める。押されていなかった場合はS1408 に処理を戻す。
【０１６８】
　S1411 で購入ボタン1306が押された場合は、商品セットが選択されているか否か判断す
る（S1412 ）。ここで、商品セットが選択されているとは、商品セット表示エリア1302に
表示されている商品セットがクリックされて、該商品セットの内容が商品セット内容表示
エリア1304に表示されていることを指す。商品セットが選択されている場合はS1413 に処
理を進める。商品セットが選択されていない場合はS1408 に処理を戻す。
【０１６９】
　ステップS1412 で商品セットが選択されていた場合は、該選択されていた商品セットを
購入するための処理に移行し（S1413)、処理を終了する。
【０１７０】
　以上説明した販売管理装置あるいは商品セット作成装置あるいは商品セット購入装置は
、販売管理処理あるいは商品セット作成処理あるいは商品セット購入処理を機能させるた
めのプログラムで実現される。このプログラムはコンピュータで読み取り可能な記録媒体
に格納されている。本発明では、この記録媒体として、一般的なコンピュータで処理が行
われるために、一般的なコンピュータに内蔵あるいは接続されるROM(Read Only Memory) 
などのメモリがプログラムメディアであってもよいし、また、外部記憶装置としてプログ
ラム読み取り装置が設けられ、そこに記録媒体を挿入することで読み取り可能なプログラ
ムメディアであってもよい。
【０１７１】
　いずれの場合においても、格納されているプログラムはマイクロプロセッサがアクセス
して実行させる構成であってもよいし、あるいはいずれの場合もプログラムを読み出し、
読み出されたプログラムは、一般的なコンピュータに構成されるRAM(Random Access Memo
ry) などのプログラム記憶エリアにダウンロードされて、そのプログラムが実行される方
式であってもよい。このダウンロード用のプログラムは予め本体装置に格納されているも
のとする。
【０１７２】
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　ここで上記プログラムメディアは、本体と分離可能に構成される記録媒体であり、磁気
テープやカセットテープ等のテープ系、フロッピーディスクやハードディスク等の磁気デ
ィスクやCD-ROM/MO/MD/DVD等の光ディスクのディスク系、ICカード（メモリカードを含む
）/ 光カード等のカード系、あるいはマスクROM 、EPROM 、EEPROM、フラッシュROM 等に
よる半導体メモリを含めた固定的にプログラムを担持する媒体であってもよい。
【０１７３】
　また、本発明においてはインターネットを含む通信ネットワークと接続可能なシステム
構成であることから、通信ネットワークからプログラムをダウンロードするように流動的
にプログラムを担持する媒体を用いてもよい。尚、このように通信ネットワークからプロ
グラムをダウンロードする場合には、そのダウンロード用プログラムは予め本体装置に格
納しておくか、あるいは別な記録媒体からインストールされるものであってもよい。
【０１７４】
　尚、記録媒体に格納されている内容としてはプログラムに限定されず、データであって
もよい。
【０１７５】
【発明の効果】
　本発明に係る販売管理装置は、以上のように、ネットワークを介して商品の販売を管理
する販売管理装置において、前記商品に関する情報を商品情報として商品セット作成者に
提示する商品情報提示手段と、前記商品情報に基づいて前記商品セット作成者によって作
成された商品セットを記憶する商品セット記憶手段と、前記商品セット記憶手段に記憶さ
れた商品セットを購入者に提示する商品セット提示手段と、を備えていてもよい。
【０１７６】
　本発明に係る販売管理装置は、以上のように、商品に関する情報を不特定の利用者であ
る商品セット作成者に提示する商品情報提示手段と、前記商品に関する情報に基づいて前
記商品セット作成者によって作成された商品セットを記憶する商品セット記憶手段と、前
記商品セット記憶手段に記憶される商品セットと前記商品に関する情報とを購入者に提示
する商品セット提示手段とを備えていてもよい。
【０１７７】
　それゆえ、購入する商品や選択項目の組み合わせを前記購入者が決定するための手間を
省くことができるという効果を奏する。また、販売者が商品セットを作成する手間を省く
こともできるという効果を奏する。更に、一度も販売されていない商品や選択されていな
い選択項目を含む商品セットを購入者に提示することができるという効果を奏する。特定
のテーマに沿った組み合わせなどの特殊な商品セットを商品セット作成者が作成すること
は自由であるから、そのような従来の方法には無い商品セットを購入者に提示することも
できるという効果を奏する。
【０１７８】
　本発明に係る販売管理装置は、以上のように、第１の機器からの要求に応じて、商品に
関する情報を上記第１の機器に対して送信する処理を行う商品情報提示手段と、上記商品
に関する情報に基づいて不特定の商品セット作成者によって作成された商品セットを上記
第１の機器から受信し、記憶する処理を行う商品セット記憶手段と、前記商品セット記憶
手段に記憶された商品セットと前記商品に関する情報とを、上記第１の機器も含めて送信
希望を受信した第２の機器に対して送信する処理を行う商品セット提示手段とを備えてい
てもよい。
【０１７９】
　それゆえ、購入する商品や選択項目の組み合わせを前記購入者が決定するための手間を
省くことができるという効果を奏する。また、販売者が商品セットを作成する手間を省く
こともできるという効果を奏する。更に、一度も販売されていない商品や選択されていな
い選択項目を含む商品セットを購入者に提示することができるという効果を奏する。特定
のテーマに沿った組み合わせなどの特殊な商品セットを商品セット作成者が作成すること
は自由であるから、そのような従来の方法には無い商品セットを購入者に提示することも
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できるという効果を奏する。
【０１８０】
　本発明に係る販売管理装置は、以上のように、上記の構成に加えて、前記第１の機器か
ら付加的な情報を受信する処理を行う付加情報取得手段とを備え、前記商品セット記憶手
段は前記商品セットと前記付加的な情報を併せて記憶し、前記商品セット提示手段は前記
付加的な情報を併せて前記第２の機器に送信する処理を行う構成でもよい。
【０１８１】
　それゆえ、さらに、前記第２の機器の利用者である購入者は商品セットを選ぶための手
がかりを得ることができるという効果を奏する。
【０１８２】
　本発明に係る販売管理装置は、以上のように、上記の構成に加えて、前記第１の機器か
ら商品セット作成者に関する第１の情報を受信すると共に、前記第２の機器から商品セッ
トの購入者に関する第２の情報を受信し、当該第１および第２の情報をそれぞれ構成する
項目別の情報毎に利用者情報記憶手段に記憶させる処理を行う利用者情報取得手段と、前
記第１および第２の情報における各項目同士を比較して、各項目の情報が一致する場合に
得点を割り当て、得点の合計点を導出する利用者情報比較手段と、を備え、前記商品セッ
ト提示手段は、前記利用者情報比較手段が比較して導出した、前記第１の情報と第２の情
報との適合度の高い商品セットを優先的に前記第２の機器に送信する処理を行うことを特
徴とする。
【０１８３】
　それゆえ、さらに、購入者の好みに合った商品セットを提示しやすいという効果を奏す
る。
【０１８４】
　本発明に係る販売管理装置は、以上のように、上記の構成に加えて、前記付加的な情報
は、商品セット作成者を特定する情報を含み、前記第２の機器から前記商品セットの購入
指示を受信した場合に、前記商品セットを作成した商品セット作成者に特典を与えるため
に、前記商品セット記憶手段に記憶された付加的な情報から該商品セット作成者を選出す
る商品セット作成者選出手段を備えた構成でもよい。
【０１８５】
　それゆえ、さらに、商品セット作成者に対して商品セット作成の動機付けをすることが
できるという効果を奏する。
【０１８６】
　本発明に係る販売管理装置は、以上のように、上記の構成に加えて、前記付加的な情報
は、商品セット作成者を特定する情報を含み、更に、前記商品セット記憶手段に記憶され
た商品セットまたは前記商品セット作成者を一定の基準でソートするランキング手段を備
え、前記商品セット提示手段は前記ランキング手段でソートされた結果を前記第２の機器
に送信する処理を行う構成でもよい。
【０１８７】
　それゆえ、さらに、前記第２の機器の利用者である購入者は商品セットのランキングを
参照することによって、どの商品セットが上記一定の基準に照らしてよく売れているかを
知ることができ、また、商品セット作成者のランキングを参照して、人気の高い商品セッ
ト作成者の作成した商品セットを購入するというように、購入者に商品セットを選ぶため
の手がかりを与えることができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の参考の形態に係る販売管理装置の構成を示すブロック図である。
【図２】　本発明の参考の形態に係る販売管理システムの示すブロック図である。
【図３】　商品に関する情報の例を示す図である。
【図４】　商品セットの一例を示す図である。
【図５】　本発明の参考の形態に係る具体的な例において、商品セット作成者が商品セッ
トを作成する画面の例を説明する図である。
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【図６】　本発明の参考の形態に係る具体的な例において、付加的な情報であるジャケッ
ト画像を作成するための画面の例を説明する図である。
【図７】　本発明の参考の形態に係る具体的な例において、購入者が商品セットの内容を
確認して購入するための画面の例を説明する図である。
【図８】　商品セットを作成する処理の流れを説明するためのフローチャートである。
【図９】　本発明の実施形態に係る販売管理システムを示すブロック図である。
【図１０】　商品に関する情報の例を示す図である。
【図１１】　利用者に関する情報の一例を示す図である。
【図１２】　商品セットの一例を示す図である。
【図１３】　本発明の実施形態に係る具体的な例において、商品セット作成者が商品セッ
トを作成するための画面の例を説明するための図である。
【図１４】　本発明の実施形態に係る具体的な例において、利用者情報を入力するための
画面の例を説明するための図である。
【図１５】　本発明の実施形態に係る具体的な例において、購入者が商品セットの内容を
確認して購入するための画面の例を説明するための図である。
【図１６】　商品セットを購入者に提示し、購入者が購入する商品セットを選択する処理
の流れを説明するためのフローチャートである。
【符号の説明】
　１００　販売管理装置
　１０１　商品情報記憶手段
　１０２　商品情報提示手段
　１０３　商品セット作成手段
　１０４　付加情報取得手段
　１０５　商品セット記憶手段
　１０６　ランキング手段
　１０７　商品セット提示手段
　１０８　商品セット販売手段（商品セット作成者選出手段）
　１０９　付加情報入力手段
　１１０　利用者情報取得手段
　１１１　利用者情報記憶手段
　１１２　利用者情報比較手段
　１１５　通信手段
　１２０　商品セット作成装置
　１２１　通信手段（商品セット送信手段）
　１２２　商品情報記憶手段
　１２３　商品セット作成手段
　１２４　作成者情報入力手段
　１４０　商品セット購入装置
　１４１　通信手段（商品セット受信手段、購入情報送信手段）
　１４２　商品セット購入手段
　１４３　購入者情報取得手段
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